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指定就労継続支援（Ｂ型）重要事項説明書 

  

あなたに対する就労継続支援（Ｂ型）サービス提供開始にあたり、厚生労働省令に基

づいて当事業所があなたに説明すべき内容は次のとおりです。 

 

１ サービスを提供する事業者 

名   称 社会福祉法人箕輪町社会福祉協議会 

所 在 地 長野県上伊那郡箕輪町大字三日町１３７２番地１ 

連 絡 先 
電 話 ０２６５―７９―４１８０ 

ＦＡＸ ０２６５－７９―６７７０ 

代表者氏名 会 長 中村 克寛 

設立年月日 昭和４６年６月２３日  

 

 

２ 利用施設 

事業所の種類 
指定就労継続支援（Ｂ型）事業所  

平成２１年１０月１日指定     

事業所の名称 

（事業所番号） 

障がい者就労支援センター ふれんどわーく 

（２０１２４０００８７） 

事業所の所在地 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪１９０５番地１ 

連 絡 先 
電 話 ０２６５－７９－９８３９ 

ＦＡＸ ０２６５－７９－９８７７ 

管 理 者 志賀 健一 

サービス管理責任者 田澤 三津子 

サービスの実施地域 通常は箕輪町全域 

主たる対象者 知的障がい者 

定   員 ２０名 

開設年月日 平成２１年１０月１日 

 

 

３ サービスの目的・運営方針 

目  的 
通所による就労や生産活動の機会を提供するとともに、一般就労に必要な

知識、能力が高まった者は、一般就労等への移行に向けて支援します。 

運営方針 
関係法令を遵守し、他の社会資源との連携を図った適正、且つきめの細か

な就労継続支援（Ｂ型）のサービスを提供します。 
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４ サービスに係る施設・設備等の概要 

（１）施 設 

建   物 

構  造 鉄骨造、１部２階建 

敷地面積 ７１４．４㎡ 

延床面積 ４９３．２４㎡ 

（２）主な設備 

部屋名 部屋数 備 考 

事 務 室 １ 室  

相 談 室 １ 室  

作 業 室 ２ 室  

食   堂 １ 室  

洗 面 所 １ヶ所  

ト イ レ ４ヶ所  内１ヶ所は、多目的用 

当事業所では厚生労働省の定める指定基準を遵守し以上の施設・設備を設置しています。 

 

５ サービス提供職員の設置状況 

職 種 員数 
常 勤 非常勤 

常勤換算 備 考 
専従 兼務 専従 兼務 

管 理 者 1    1 0.4  

サービス管理責任者  2 1 1   1.3  

目標工賃達成指導員  1 1    1.0  

職業指導員 2 1 1   1.6  

生活支援員 1 1    1.0  

当事業所では厚生労働省の定める指定基準を遵守し指定障害福祉サービスを提供する

職員として、上記の職種の職員を配置しています。 

 

（ア）各職種の勤務体系 

職 種 勤 務 体 系 

管 理 者 勤務時間帯（８：３０～１７：１５） 

サービス管理責任者  勤務時間帯（８：３０～１７：１５） 

目標工賃達成指導員  勤務時間帯（８：３０～１７：１５） 

職業指導員 勤務時間帯（８：３０～１７：１５） 

生活支援員 勤務時間帯（８：３０～１７：１５） 

 

（イ）営業日と営業時間等 

営 業 日：月曜日～金曜日（ただし、この限りではない） 

国民の祝日及び夏季８月１３日～８月１６日、年末年始１２月２９日～ 
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１月３日の間は休業 

営業時間：８：３０～１７：１５ 

サービス提供日：月曜日～金曜日（ただし、この限りではない） 

国民の祝日及び夏季８月１３日～８月１６日、年末年始１２月２９日～ 

１月３日の間は休業 

サービス提供時間：９：００～１６：００ 

 

６ サービス提供の内容 

＜サービスの概要＞ 

全てのサービスは、「個別支援計画」に基づいて行われます。本事業所のサービス管

理責任者が作成し、利用者の同意をいただきます。なお「個別支援計画」の写しは利用

者に交付いたします。また「個別支援計画」は６ヶ月に１回以上の見直しを行います。 

（１）訓練等給付費対象サービス内容 

サービスの種類 サ ー ビ ス の 内 容 金 額 

相談及び 

援助 

利用者及びその家族が希望する生活や利用者の心身の状況

等を把握し、適切な相談、助言、援助等を行います。 

訓練等給付費 

 

就労継続支援 

5,370 円 

～ 

7,480 円 

訓 練 
一般就労に必要な知識、能力の向上のための必要な訓練を

行います。またその他の便宜を適切かつ効果的に行います。 

生産活動 

生産活動の機会を提供します。 

① 部品の組み立て・袋詰め等 

② 清掃業務（役場・介護予防施設・公民館・地下歩道等） 

③ 広報袋詰め 

④ 自主製品の製作・販売 

 

<工賃の支払> 

上記生産活動における事業収入から必要経費を差し引いた

額に相当する金額を工賃として、生産活動に従事している

利用者に支払います。 

実習及び 

求職活動等 

の支援 

公共職業安定所、障がい者就労・生活支援センター等の関

係機関と連携を取りながら職場実習の実施や、求職活動の

支援の実施、職場定着の為の支援を行います。 

健康管理 

日常生活上必要な投薬等依頼に応じ確認を行います。また

医療機関との連絡調整及び協力医療機関等を通じて健康保

持のための適切な支援を行います。 
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（２）訓練等給付費加算対象サービス内容 

以下のサービスは、訓練等給付費報酬の加算対象となっています。ご利用の際には、

加算額の１割を追加料金としてご負担いただきます。 

№ サービスの種類 サ ー ビ ス の 内 容 金 額 

1 初期加算 
利用を開始した日から起算して 30日以内の期間にサ

ービスを提供した事業所に評価されます。 

300 円 

／日 

2 
就労移行支援 

体制加算 

前年度において就労し、6 ヶ月以上継続している者が

いる場合。（1 人につき） 

480～930 円 

／日 

3 
福祉専門職員 

配置等加算 

職業指導員等のうち、社会福祉士等の資格保有者が

一定割合以上雇用されている場合。 

60 円～150 円

／日 

 

4 訪問支援特別 

加算 

利用者が連続して 5 日間利用がなかった場合に管理

者等の職員が個別支援計画に基づき、あらかじめ利

用者の同意を得て利用者宅を訪問し、相談援助等の

サービスを提供します。（月 2 回まで） 

1 時間未満 

1,870 円 

1 時間以上 

2,800 円 

5 
欠席時対応 

加算 

利用を予定していた利用者が、急病等によりその利

用を中止した場合、利用者の家族等へ連絡をして相

談援助のサービスを提供します。(月 4 回まで) 

940 円 

／日 

6 

目標工賃達成 

指導員配置 

加算 

長野県工賃向上計画に基づき、目標工賃の達成に向

けて取組むための指導員を配置し、サービスを提供

します。 

450 円 

／日 

7 
目標工賃達成

加算 
当該計画に掲げた工賃目標に達成した場合。 

100 円 

／日 

8 
重度者支援 

体制加算 

前年度の障害基礎年金 1 級受給者が、当該年度の利

用者数の 5 割以上である場合。 

560 円 

／日 

9 送迎加算 居宅と事業所との間の送迎を提供します。 
片道 210 円 

／日 

10 
福祉介護職員 

処遇改善加算 

福祉・介護職員の賃金の改善等を実施している場合。 

（令和 6 年 5 月 31 日まで） 

1 月につき 

所定単位 

×54/1000 

11 

福祉介護職員

等特定処遇改

善加算 

福祉・介護職員を中心として従業者の賃金の改善等

を実施している場合。 

（令和 6 年 5 月 31 日まで） 

1 月につき 

所定単位 

×17/1000 

12 

福祉介護職員

等ベースアッ

プ等支援加算 

福祉・介護職員の賃金の改善等を継続している場合。 

（令和 6 年 5 月 31 日まで） 

1 月につき

所定単位 

×13/1000 
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13 

福祉・介護職員

等処遇改善加

算 

福祉・介護職員の賃金の改善等を実施している場合。 

（令和 6 年 6 月 1 日から） 

1 月につき

所定単位 

×93/1000 

 

 

（３）訓練等給付費対象外サービス内容 

サービスの種類 サ ー ビ ス の 内 容 金 額 

日常生活上必要 

となる諸経費 

利用者の日常生活品の購入代金等や日常生活に要

する費用で、負担して頂くことが適当であるもの

に関わる費用をいただきます。 

○1 日用品費 ○2 保健衛生費 ○3 教養娯楽費 

実 費 

 

７ 利用料金 

（１）訓練等給付費及び加算対象サービスの料金 

   訓練等給付費によるサービスについては、厚生労働大臣が定める基準により算定

した額がサービス料金となります。 

  このサービス利用料金全体の１割の額を事業所にお支払いいただきます。（利用 

 者負担額といいます。） 

  なお利用者負担額は「障害者福祉サービス受給者証」に記載されている、利用者 

 負担上限月額が１カ月の上限額になりますので記載されている金額以上ご負担い

ただく必要はありません。（定率負担または利用者負担額の軽減等が適用される場

合は、この限りではありません。障害福祉サービス受給者証をご確認ください。） 

 

（２）訓練等給付費対象外サービス内容の料金 

上記「６サービス提供の内容（３）訓練等給付費対象外サービス内容」の項目 

  をご参照ください。 

 

（３）利用料金のお支払方法 

前記（１）（２）の料金は１ヶ月ごとに計算し、ご請求しますので、２１日まで

に、以下のいずれかの方法でお支払い下さい。 

① 現金払い 

② 金融機関口座からの口座振替 

  ご利用できる金融機関 ： 八十二銀行 箕輪支店 

             ： 長野銀行 箕輪支店 

             ： アルプス中央信用金庫 箕輪支店 

             ： 上伊那農協 箕輪各支所 

             ： ゆうちょ銀行    
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８ 利用者の記録及び情報の管理等 

（１）事業者は、法令に基づいて利用者の記録及び情報を適切に管理し、利用者の求め 

に応じてその内容を開示します。また、記録及び情報については契約の終了後５ 

年間保管します。 

※閲覧、複写ができる窓口業務時間は、８：３０～１７：１５です。 

 

（２）利用者の個人情報については、本会の個人情報保護規程並びに個人情報保護法等

にそった対応を行います。但し、サービス提供を行う上での他事業所及び医療機関

等との連絡調整や市町村及び関係機関から情報提供の要請があった場合は、利用者

の同意（「個人情報使用同意書」による）に基づき情報提供をいたします。 

 

９ 緊急時の対応 

 利用者の病状急変等の緊急時には、速やかに医療機関への連絡等を行います。 

利用者のかかりつけ医療機関 

医療機関名： 

診 療 科： 

主 治 医： 

所 在 地： 

電 話 番 号： 

緊 急 連 絡 先① 

住  所： 

電話番号： 

氏  名： 

続  柄： 

緊 急 連 絡 先② 

住  所： 

電話番号： 

氏  名： 

続  柄： 

緊 急 連 絡 先③ 

住  所： 

電話番号： 

氏  名： 

続  柄： 
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10 要望・苦情等申立先及び虐待防止に関する相談窓口 

（１）要望・苦情等申立先 

ふれんどわーく 

相談窓口 

・窓口担当者： 志 賀 健 一 

・受付時間： ８：３０～１７：１５ 

・電話番号： ０２６５－７９－９８３９ 

・Ｆ Ａ Ｘ： ０２６５－７９－９８７７ 

箕輪町社会福祉協議会 

・所 在 地： 長野県上伊那郡箕輪町大字三日町 1372 番地 1 

・受付時間： ８：３０～１７：１５ 

・電話番号： ０２６５－７９－４１８０ 

・Ｆ Ａ Ｘ：  ０２６５－７９－６７７０ 

箕輪町役場福祉課 

・所 在 地： 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪 10298 番地 

・受付時間： ８：３０～１７：１５ 

・電話番号： ０２６５－７９－３１６２ 

・Ｆ Ａ Ｘ： ０２６５－７９－０２３０ 

運営適正化委員会 

・所 在 地： 長野県長野市若里 7-1-7 

・電話番号： ０１２０－２８－７１０９ 

       ０２６－２２６－２２１０ 

・Ｆ Ａ Ｘ： ０２６－２２８－０１３０ 

 

 

（２）虐待防止に関する相談窓口 

虐待防止に関する 

相談窓口 

・虐待防止責任者： 志 賀 健 一 

・窓口担当者： 田 澤 三津子 

・ご利用時間： ８：３０～１７：１５ 

・電話番号： ０２６５－７９－９８３９ 

・Ｆ Ａ Ｘ： ０２６５－７９－９８７７ 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

11 協力医療機関 

（１）医院 

医療機関の名称 医療法人いくやま医院 

医 院 長 名 生山 敏彦 

所  在  地 箕輪町大字中箕輪 9431 番地 1 

電 話 番 号 ０２６５－７９－１９８８ 

診  療  科 内科他 入 院 設 備 無 

 

 

12 非常災害時の対策 

非常時の対応 別途に定める、消防計画書により対応いたします。 

平時の訓練 
別途に定める消防計画書の通り、年 2 回、避難・防災訓練を利

用者の方も参加して実施します。 

防災設備 

・自動火災報知機  有 ・ガス漏れ報知機  無  

・室内防火栓    無   

・カ－テン等は防炎性能のある物を使用しています。 

・震災に備えての備蓄 

（携帯ラジオ・ロープ・懐中電灯等） 

消防計画 
消防署への届出日： 令和 4 年 10 月 

防 火 管 理 者：  

保険加入 

事故・災害に備えて、損害賠償保険に加入しています。 

加入保険会社名： 損害保険ジャパン日本興亜（株） 

加入保険内容： 傷害補償 ・ 賠償補償  
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13 当事業所ご利用の際に留意いただく事項 

設備・器具の利用 

事業所内の設備、器具は本来の用法にしたがってご利用くださ

い。これに反したご利用により破損が生じた場合、賠償していた

だくことがあります。 

喫  煙 全館禁煙です。 

貴重品の管理 

貴重品は、利用者の責任において管理していただきます。自己管

理のできない利用者につきましては貴重品を施設に持ち込まな

いようお願いします。 

宗教活動・政治活動、 

営利活動 

利用者の思想、信仰は自由ですが、事業所内や営業時間中におい

て他の利用者に対する宗教活動、政治活動及び営利活動は行わな

いでください。 

通所時について 

通所時、帰宅時は事故に遭わないよう保護者の責任で充分な安全

対策を講じると共に、仮に生じた事故に対しては保護者の責任で

対応して頂きます。 

開所時間 
開所時間は原則 9 時 00 分とします。その時間前には通所しない

ように御配慮ください。 

送迎について 
自家用車での送迎の際の乗降りは、事業所東側の駐車場にて行っ

てください。 

健康面について 

⚫ 感染症（インフルエンザ・下痢・嘔吐等）にかかった場合

は、療養に努め医療機関への受診を優先し、通所する際は

必ず医師の許可を得た上で通所し、受診の結果と経過を報

告して頂くようお願い致します。 

⚫ 通所後体調不良で事業所での生活が困難になった場合は、

保護者と連絡をとり帰宅して頂きます。 

連絡方法 
遅刻及び欠勤、その他事業所との連絡は原則として保護者の方か

らして頂くようにお願い致します。 
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令和  年  月  日 

 

 

障がい者就労支援センターふれんどわーくの就労継続支援（Ｂ型）に関するサービス 

提供及び利用の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

所在地：上伊那郡箕輪町大字中箕輪 1905 番地 1 

 名 称：社会福祉法人箕輪町社会福祉協議会 

      障がい者就労支援センターふれんどわーく 

説明者：指定就労継続支援（Ｂ型）事業所  

（所属）   管理者 

氏   名：              印 

                      

 

私は、本書面に基づいて事業者から障がい者就労支援センターふれんどわーくの就労

継続支援（Ｂ型）サービスの提供及び利用について重要事項の説明を受け、同意しまし

た。 

 

利用者住所：                                                      

  

氏   名：               印 

 

 

   代理人住所：                                                      

 

   氏   名：              印   

 

続   柄：                          

 

 


